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資料３ 

第２期中期目標期間 公立大学法人宮城大学の業務の実績に関する評価結果（案） 

Ⅰ 評価の方法 

 委員会による評価は，「項目別評価」及び「全体評価」により行う。 

 なお，項目別評価は，業務実績報告書の様式に示す項目ごとに，その状況を次の５段

階で評定することにより行う。 

評定 評  定  項  目 判 断 の 目 安 

Ｓ 中期目標の達成状況が非常に優れている 委員会が特に認める場合 

Ａ 中期目標の達成状況が良好である 
自己評価の評定がすべて「Ⅳ」

又は「Ⅲ」 

Ｂ 中期目標の達成状況がおおむね良好である 
自己評価の評定で「Ⅳ」又は「Ⅲ」

がおおむね９０％以上 

Ｃ 中期目標の達成状況がやや不十分である 
自己評価の評定で「Ⅳ」又は「Ⅲ」

がおおむね９０％未満 

Ｄ 
中期目標の達成状況がやや不十分であり，重

大な改善事項がある 
委員会が特に認める場合 

 

Ⅱ 項目別評価 

（１）評定の状況                           

項目 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

計 

当委員

会の評

価項目 

中期目標の
達成状況が
非常に優れ
ている 

中期目標の
達成状況が
良好である 

中期目標の
達成状況が
おおむね良
好である 

中期目標の達
成状況がやや
不十分である 

中期目標の達成

状況が不十分で

あり，法人の組

織・業務等の見直

しが必要である 

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 
１～11 

 １ ９ ０ １ ０ １１ 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 
12～17 

 ０ ６ ０ ０ ０ ６ 

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置 
18～22 

 ０ ４ ０ １ ０ ５ 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
23～28 

 １ ４ ０ １ ０ ６ 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 
29～31 

 ０ ２ ０ １ ０ ３ 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状

況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 32～33 

 ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 
34～36 

 ０ ３ ０ ０ ０ ３ 

全体 ２ ３０ ０ ４ ０ ３６  
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（２）項目別評価の具体的な内容について 

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

  (1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

１  イ 学士課程 （法人自己評価項目№1～6） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，当委員会としては，中

期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ アドミッションセンターの創設や入試体制の強化により，入試ミスが無くな

ったことは評価できる。（中沢委員） 

 

２  ロ 大学院課程 （法人自己評価項目№7～11） 

【評定】Ｃ 中期目標の達成状況がやや不十分である。（Ｃ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定は「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」又は「Ⅲ

中期計画を予定どおり達成している」が９０％未満であり，当委員会としては，

中期計画の達成がやや不十分であると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 地方自治体派遣枠の創設は評価できるが実績が少ない。大学院改革に伴う入

学者選抜の再検討が課題として残っている。（中沢委員） 

 

  (2) 教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

３  イ 学士課程 （法人自己評価項目№12～24） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ｓ：１人，Ａ：５人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，当委員会としては，中

期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 公立大学としての地域性を生かしたプログラム，学生に丁寧に寄り添い育成

していくカリキュラムなどが整備され，特色ある教育課程が構築されていると

感じた。（伊㔟委員） 

・ 本学独自の災害看護，国際看護プログラム修了者の輩出は評価できる。 

（伊藤委員） 

・  食産業学群において，農業経営者を育成する視点は特に重要である。（伊藤
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委員） 

 

４  ロ 大学院課程 （法人自己評価項目№25～34） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 産学官からの受け入れに対する優遇措置を考慮願いたい。（伊藤委員） 

 

  (3) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

５  イ 適正な教員配置（法人自己評価項目№35～38）  

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 平成３０年度の「将来構造（次期教育研究体制スキーム）」の中で，「教員

組織の編成方針」や「教員配置計画」を策定している。（中沢委員） 

 

６  ロ 教育及び教員の質の向上（法人自己評価項目№39～42） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，当委員会としては，中

期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 教員評価制度を早くから導入しているが，見直しを経て，基礎評価と活動計

画を基にした学群長などによる一次評価と，学長・副学長などによる二次評価

による審査過程を施行している。（中沢委員） 

・ 全学及び学群・研究科によるＦＤでは，教育の質向上，次期カリキュラム編

成方針，新しい教育研究環境，オンライン教育の効果的な実施方法などが議論

されている。また，剽窃チェックツールの活用は最近の話題である。（中沢委

員） 

 

７  ハ 教育環境の整備（法人自己評価項目№43～45） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 
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・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，当委員会としては，中

期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 「学生満足度調査」，「学生生活実態調査」により，学生のアメニティ向上

策を検討している。平成３０年度から４つのコモンズの整備を開始し，コモン

ズ運営に学生スタッフを参加させて学生の主体性を涵養している。（中沢委員） 

 

  (4) 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

８  イ 学修支援（法人自己評価項目№46～49） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 平成３０年度より「スチューデントサービスセンター運営指針」を策定し，

支援が必要な学生の情報を集約しながら各部局で支援を行い，６年間を通じて

休学率や退学率の目標値（休学率２％以内，退学率１％以内）をクリアしてい

る。また，オフィスアワー制度の見直しを行っている。（伊藤委員，中沢委員） 

 

９  ロ 生活支援（法人自己評価項目№50～52） 

【評定】Ｓ 中期目標の達成状況が非常に優れている。（Ｓ：３人，Ａ：３人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，なおかつ特筆すべき

優れた実績・成果が認められることから，当委員会としては，特筆すべき達成

状況にあると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 中期目標期間において，一時的なコロナ禍での行動を評価する必要はないと

考える。（鈴木委員） 

・ 修学支援新制度の他に，この制度の対象とならない学生に対する大学独自の

授業料減免制度を改正して運用している。（中沢委員） 

 

10  ハ 就職支援（法人自己評価項目№53～57） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 
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【評定に当たっての意見等】 

・ 平成３０年に「キャリア・インターンシップセンター（ＣＩＣ）」を設置し，

１年次後期から３年次後期にわたって必修の「キャリア科目」を開講し，自ら

のキャリア形成についてじっくり考える機会を設け，公務員や大学院進学につ

いても説明している。（中沢委員） 

 

11  ニ 社会人・留学生への支援（法人自己評価項目№58～59） 

【評定】 Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 社会人学生の多様な生涯学習ニーズに応えるために休日・夜間開講を活用し

ているが，教員の働き方改革に抵触しないか。ただし，コロナ禍での遠隔授業

の有効性が分かったため，社会人学生の学修可能性が大きく改善されたとも言

える。（中沢委員） 

 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

  (1) 研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

12  イ 研究の方向性（法人自己評価項目№60～63） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 共同研究・受託研究・奨学寄附金については，数値目標を設定して研究の推

進を図り，地域社会への還元を目指している。（中沢委員） 

 

13  ロ 研究水準の向上（法人自己評価項目№64～65） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 宮城大学の特別研究費などで実施した研究を「研究交流フォーラム」，大学 

ＨＰでのプレスリリース，日本学術振興会ＨＰにおける成果紹介などを通して，

学外に発信している。（中沢委員） 
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14  ハ 研究成果の地域社会への還元（法人自己評価項目№66～68） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 研究成果をウェブサイトで発信するとともに，「宮城大学シーズ集」を発行

して地域に還元している。（中沢委員） 

 

  (2) 研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

15  イ 研究の実施体制（法人自己評価項目№69～71） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】  

・ 平成３０年度から地域連携センターに専任コーディネーターを配置し，企業・

自治体等からの相談対応及び企業・自治体等の訪問など，研究業務の支援機能

を向上させた。（中沢委員） 

 

16  ロ 研究費の配分（法人自己評価項目№72～76） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 基礎的研究費，特別研究費，国際研究費の制度要件と成果発表義務があらか

じめ示されており，研究意欲や実績に応じて研究費が配分されている。（中沢委

員） 

 

17  ハ 研究者の配置（法人自己評価項目№77） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 「研究の実施方針」を令和元年度に策定し，学内研究費の申請においては若

手研究者に配慮することを基本方針に定めている。（中沢委員） 
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第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

18  (1) 地域社会への貢献（法人自己評価項目№78～83） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

    ・ 令和元年度からアドミッションセンター内に「高大連携推進室」を設置して

大学での学び体験と進学の動機づけの場として「アカデミック・インターンシ

ップ」を実施し，令和２年度のコロナ禍では「アカデミック・インターンシッ

プ（オンライン）」に発展させた。また，平成２８年度から「高大連携事業調整

会議」を開催し，高校におけるニーズや教育上の課題を共有している。（中沢委

員） 

 

19  (2) 産学官の連携（法人自己評価項目№84～86） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 市町村等との連携協定数に数値目標を掲げていたが，令和２年度現在２８件

で数値目標の２０件以上を達成している。協定を締結している民間企業・団体

や自治体が抱える課題をテーマとした講座を開催し，さらにその他団体とのマ

ッチングを推進することで，連携の充実強化を図ろうとしている。（中沢委員） 

 

20  (3) 大学間及び高等学校との連携（法人自己評価項目№87～89） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」

又は「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」であり，当委員会としては，中

期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 地域社会の担い手となる「コミュニティ・プランナー」育成のために兵庫県

立大学と連携しながら教育プログラムを運営しており，コミュニティ・プラン

ナー・プログラムの所定の単位を修得した学生７１人に対して，卒業時にコミ

ュニティ・プランナー・アソシエイトを授与している。また，兵庫県立大学と
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遠隔合同発表会を継続実施している点は高く評価できる。平成２９年度からは，

このプログラムを基礎に，１年次全学必修フレッシュマンコア科目の「地域フ

ィールドワーク」を開講している点も評価できる。（中沢委員） 

 

21  ２ 国際交流等に関する目標を達成するための措置（法人自己評価項目№90～96） 

【評定】Ｃ 中期目標の達成状況がやや不十分である。（Ｂ：２人，Ｃ：４人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定は「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」又は「Ⅲ 

中期計画を予定どおり達成している」が９０％未満であり，当委員会としては，

中期計画の達成がやや不十分であると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・  更なる国際化を望む。（伊藤委員） 

・ 外国人留学生定着支援事業の『企業の魅力を動画で発信プロジェクト』に参

画しているが，留学生の企業インターシップなども実施できればいいだろう。

（中沢委員） 

・ 外国人留学生を対象とした特別入学枠の数値目標である３０％には遠く及ば

ず，直近で約２％であったため，次期中期計画では再検討が必要ではあるが，

宿舎の問題なども関係することから簡単に増加が見込めないため，評価はＢと

した。（中沢委員） 

 

22  ３ 東日本大震災からの復旧・復興支援に関する目標を達成するための措置 

   （法人自己評価項目№97～100） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 災害看護プログラムの継続を評価する。（伊藤委員） 

・ 文部科学省の補助金により，平成２３～平成２７年度まで南三陸町における

コミュニティ復興支援のためのプロジェクトを展開している。また，受託事業

による復興支援として山元町コミュニティ再生支援事業を行うとともに，経済

同友会の寄附金を，復興に資する研究を行っている教員に対する研究費や活動

助成に活用している。さらに，学内研究費において「震災復興（発展）研究」

として，復興の総仕上げに向けた取組を行う研究に研究費を配分している。 

（中沢委員） 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 
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23  (1) 理事長を中心とする運営体制の構築（法人自己評価項目№101～105） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 情報の共有化は重要であり，理事長を中心に評価できる。頑張り過ぎかもし

れない。（伊藤委員） 

・ 平成２９年度には各学群から理事兼副学長を登用したほか，大学改革担当副

学長を任命した。また平成３０年度には，理事長が特に命ずる事項として，大

学改革，看護教育改革を担当する理事を任命し，権限と責任を明確化している。

（中沢委員） 

 

24  (2) 戦略的な予算等の配分（法人自己評価項目№106） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 大学が特に注力すべき研究活動に対する研究費として，特別推進研究費（学

長裁量経費）を設けている。また，指定研究費では，「研究の基本方針」及び「研

究の実施方針」を踏まえて，本学が推進すべき研究分野へ重点的な配分を行っ

ている。（中沢委員） 

 

25  (3) 学外の有識者等の登用（法人自己評価項目№107～108） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 平成２７年度の経営審議会委員改選において学外委員が過半数となるように

し，以後もその構成を維持している。（中沢委員） 

 

26  ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№109） 

【評定】Ｓ 中期目標の達成状況が非常に優れている。（Ｓ：５人，Ａ：１人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」
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であり，なおかつ特筆すべき優れた実績・成果が認められることから，当委員

会としては，特筆すべき達成状況にあると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 組織改革を実現し，次期に向けての再編を進めたことを評価する。 

  （伊㔟委員，中沢委員） 

・  「研究推進・地域未来共創センター」の設置は素晴らしいが，まだその成果

は見出せていない。（吉沢委員） 

 

27  ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№110～112） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 教員の勤務の適正化を図るため，平成３０年度から，深夜・休日労働の適正

化，長時間労働を行った場合の産業医面談，勤務状況等報告書の書式を見直す

とともに，教員評価制度も見直すことによってより適正に評価できる制度を施

行している。さらに，令和元年度にはクロスアポイントメント制度に係る規程

を制定し，令和２年度に教員１名を採用している。（中沢委員） 

・ 職員の研修として，全学的ＦＤ・ＳＤや外部研修，さらに平成３０年度から

は県職員階層別研修の受講も可能となり，職員の資質向上に努めている。 

（中沢委員） 

 

28  ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№113～114） 

【評定】Ｃ 中期目標の達成状況がやや不十分である。（Ｃ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定は「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」又は「Ⅲ 

中期計画を予定どおり達成している」が９０％未満であり，当委員会としては，

中期計画の達成がやや不十分であると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 基幹システムの構築を達成できなかったことで，Ｃ評価が妥当と思う。 

（伊㔟委員，中沢委員） 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

29  １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

   （法人自己評価項目№115～119） 
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【評定】Ｃ 中期目標の達成状況がやや不十分である。（Ｃ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定は「Ⅳ 中期計画を大幅に上回って達成している」又は「Ⅲ 

中期計画を予定どおり達成している」が９０％未満であり，当委員会としては，

中期計画の達成がやや不十分であると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ これまでの取り組みが次期に生きてくることを期待する。（伊㔟委員） 

 

30  ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置（法人自己評価項目№120～123） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 共通業務及び施設関連業務の一括契約や複数年契約の推進によって，経費の

削減を行っている。（中沢委員） 

・ インターネット出願を導入し，大学広報，入試業務の一部及び年末調整業務

について，外部委託を積極的に推進している。（中沢委員） 

 

31  ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№124～125） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 保有施設を定期的に点検し，維持管理に努めて計画的な修繕を行っている。

（中沢委員） 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る

情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

32  １ 自己点検・評価の充実に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№126～129） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 
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 ・ 令和元年度より，関係部局の実務担当者から構成される「内部質保証実施委

員会」を設置し，「公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱」を実態

に即して改正し，要綱に定める各種ＰＤＣＡサイクルの進捗管理を行っている。

（中沢委員） 

 

33  ２ 情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№130～132） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

 ・ 平成３０年度に「宮城大学広報基本方針」を策定し，広報業務に関する全学

的な意思決定機関としての広報委員会の下に，具体的な企画立案や実務統括を

担う広報ＷＧなどのほか，各所管に広報連絡員を配置して全学的な広報推進体

制を構築している。（中沢委員） 

 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 

34  １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

（法人自己評価項目№133～136） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 平成２９年度に策定した「大和キャンパス等再編整備基本計画」に基づき，

大和キャンパスにおいて令和２年度までに４コモンズを供用した。加えて太白

キャンパスについても，令和元年度までに３コモンズを整備するとともに，残

ったコモンズの整備内容を検討している。（中沢委員） 

 

35  ２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置（法人自己評価項目№137～140） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 平成２８年度に「宮城大学ストレスチェック制度実施要領」，平成３０年度に

「長時間の時間外勤務者に対する面接指導実施要領」及び「職場巡視実施要領」
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を制定し，教職員の安全と健康を確保している。（中沢委員） 

 

36  ３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置（法人自己評価項目№141～142） 

【評定】Ａ 中期目標の達成状況が良好である。（Ａ：６人） 

【評定の理由】 

・ 法人自己評価の評定はすべて「Ⅲ 中期計画を予定どおり達成している」で

あり，当委員会としては，中期計画を順調に達成していると判断する。 

【評定に当たっての意見等】 

・ 人権侵害に関する相談窓口と人権侵害防止及び対策本部を設置しているが，

ハラスメント事案が発生した場合の相談・苦情申し立て窓口の明示，ハラスメ

ント対応としての被害者の救済措置及び加害者に対する措置の両者を明示して

おく必要があろう。（中沢委員） 
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【法人の自己評価における特記事項に関する意見等】 

（教育について） 

・ 学生への支援が全体的に充実している。教職員の負担は増えていないだろうか。

（伊㔟委員） 

 

（研究について） 

・ 研究成果の中に，受賞の有無，科学研究費などの参考データがあってもよいと思

う。（中沢委員） 

 

（地域貢献等について） 

・ 外国人留学生を増加させるためには，宿舎の問題なども関係するため，簡単な問

題ではないと考えられる。（中沢委員） 

 

（業務運営及び財務内容，その他について） 

・ 外部資金獲得総額についての数値目標は，震災後の復旧期に過大に予測されたも

のであったため全く達成できておらず，暫定評価後も令和２年度はコロナ禍の影響

等により前年を大きく下回る結果となっている。数値目標を設定してしまうことの

怖さがある。（中沢委員） 
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Ⅲ 全体評価 

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

〇  宮城大学は「フレッシュマンコア」を核とした基盤教育の編成方針を策定し，それに

基づいた体系的な共通教育編成を目指していると思われる。また，初年次導入教育及び

アクティブ・ラーニング科目として「スタートアップ・セミナー」，「アカデミック・

セミナー」などを配置し，「地域フィールドワーク」に代表される地域の課題解決型学

修を基盤教育科目の一つの柱にしている。（中沢委員） 

〇  新入生は入学前教育や，入学時の学力や学修傾向の把握を行うための「大学生基礎力

調査」や「学修状況診断テスト」などを受検しなければならず，さらに多種のアンケー

トにも答える必要があり，労働過多であると思う。（中沢委員） 

〇  学部教育に関連することについては，積極的に取り組まれ成果を着実に挙げている。

しかし，大学院の入学者及び留学生の確保については，第２期において成果は認められ

なかった。（吉沢委員） 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

〇  地域住民向けの公開講座，近隣住民への防災セミナー，自治体職員向けや企業向けの

セミナー，看護職者向け専門研修の開講など，大学が有する知を地域へ還元する活動を

積極的に推進・展開している。（中沢委員） 

 

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置 

○  第２期の最後に，「研究推進・地域未来共創センター」の設置など今後期待される取

り組みが見られた。同センターを基軸として見えてきた課題を，第３期において達成し

ていくことが必要である。（伊藤委員，吉沢委員）                            

                                  

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

〇  年度計画を順調に実施していると評価する。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

〇  研究の指標となる外部競争資金の獲得，地域を中心とした産学連携からもたらされる

受託研究，共同研究資金の確保については課題が多い。（吉沢委員） 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る

情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 

〇  学生及び教職員の災害時安全を確保するためには，防災訓練の実施とともに，緊急時

連絡先，避難場所，ＡＥＤ設置場所，安否確認システムについて説明する防災マニュア

ル等を明示した方がよい。（中沢委員） 
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まとめ（第２期中期目標期間を終えて） 

  法人による自己評価においては，法人自己評価１３４項目中１０項目において「Ⅳ 中

期計画を大幅に上回って達成している」，１２０項目において「Ⅲ 中期計画を予定ど

おり達成している」，４項目について「Ⅱ 中期計画を十分に達成していない」とされ

ている。 

  当委員会としては，法人の第２期中期目標期間の業務の実績について，項目別評価の

結果も踏まえ審議した結果，全体としては中期計画を着実に達成したものと評価する。 

  第２期においては，平成２９年度から大学改革に取り組み，学生の主体的な学びにつ

ながる教育実施体制の整備や，研究成果の地域社会への還元を進めてきた点を評価する。 

  一方，大学院の定員充足や外部資金の獲得額など，第２期を通して継続的に課題とさ

れた事項については，第３期において適切な検討がなされることが望まれる。 

  当委員会及び認証評価機関における評価結果を踏まえ，今後，宮城大学が，地域と共

に歩む大学として更なる飛躍を遂げるよう，第３期中期目標の着実な実施と不断の改革

に積極的に取り組まれることを期待する。 


